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12令和2年4月号

子
育
て
応
援　
　
　
　
　
　
　
　
　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
依

頼
会
員
を
募
集
し
ま
す

子
育
て
の
お
手
伝
い（
お
子
さ
ん
の
送

迎
・
一
時
預
か
り
）を
し
て
ほ
し
い
方
、	

地
域
の
方
に
お
願
い
し
て
み
ま
せ
ん
か
?

登
録
説
明
会

日
時　
①
４
月
18
日
㈯
②
４
月
20
日
㈪

午
前
10
時
〜
11
時
45
分

場
所　
①
大
治
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー　

	

②
美
和
公
民
館

対
象　
生
後
６
か
月
か
ら
小
学
校
６
年
生	

ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
あ
ま
市
、
ま	

た
は
大
治
町
内
在
住
も
し
く
は
在
勤
の	

方
※
妊
婦
さ
ん
、
ま
た
は
生
後
６
か
月
未
満	

の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
方
も
仮
登
録	

可
能
。
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
登
録
説
明
会
へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。	

都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
事
務
局
へ
お	

電
話
く
だ
さ
い
。

※
説
明
会
の
無
料
託
児
有
り
ま
す（
４
か	

月
か
ら
未
就
学
児
ま
で
、
要
予
約
、
定	

員
有
り
ま
す
）。
託
児
ご
利
用
を
希
望	

の
方
は
開
催
日
１
週
間
前
ま
で
に
申
込	

み
が
必
要
で
す
。

定
員　
30
人

申
込　

説
明
会
の
３
日
前
ま
で
に
電
話
、

ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ	

い
。

【
メ
ー
ル
申
込
】
件
名
「
説
明
会
申
込	

み
」、
本
文
に
「
氏
名
、
電
話
番
号
、	

参
加
日
、
託
児
の
有
無（
有
り
の
場
合	

は
名
前
、
月
齢
・
年
齢
）」
を
記
入
し	

て
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ
リ	

ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
甚
目
寺
庁
舎
子
育
て
支
援
課
内
）

☎︎
４
６
２
・
０
１
５
０

FAX
４
６
２
・
０
１
６
０

ama-harufamisapo@clovernet.ne.jp

伊
福
小
学
校
、
秋
竹
小
学
校
放
課
後
子
ど

も
教
室
の
申
込
み
に
つ
い
て

令
和
２
年
度
の
申
込
み
を
受
け
付
け	

ま
す
。
な
お
、
令
和
元
年
度
に
登
録
さ
れ

た
方
も
も
う
一
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

実
施
日
・
時
間　

５
月
か
ら
令
和
３
年	

２
月
ま
で
の
月
曜
日
の
う
ち
、
年
15	

回（
午
後
３
時
〜
５
時
）

対
象　
伊
福
小
学
校
、
ま
た
は
秋
竹
小
学	

校
に
在
籍
す
る
児
童（
令
和
２
年
４
月	

以
降
の
小
学
校
１
年
生
か
ら
６
年
生
）

内
容　
保
護
者
や
地
域
の
方
等
の
参
画
を	

得
て
、
放
課
後
に
工
作
、
レ
ク
リ
エ
ー	

シ
ョ
ン
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
い
ま
す
。	

異
学
年
間
の
交
流
、
地
域
の
方
と
の
触	

れ
合
い
、
体
験
活
動
等
を
行
い
ま
す
。

定
員　
各
校
40
人

参
加
費　

年
額
３
，
０
０
０
円（
傷
害
保	

険
料
や
活
動
で
の
教
材
費
分
）

児
童
の
帰
宅
方
法　
徒
歩
か
自
転
車
に
よ	

る
保
護
者
、
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
大	

人
の
お
迎
え
が
必
要
で
す
。

※
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
通
年
登
録
者
は
申	

込
み
で
き
ま
せ
ん
。

説
明
会
及
び
申
込
　

４
月
18
日
㈯
午
後
１
時
30
分
か
ら	

２
時
15
分
ま
で
七
宝
公
民
館
視
聴
覚
室	

で
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

※
申
込
み
に
印
鑑
が
必
要
で
す
。
説
明
会	

時
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

説
明
会
に
出
席
で
き
な
い
場
合　

４
月
13
日
㈪
か
ら
17
日
㈮
ま
で
の	

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分	

（
土
・
日
曜
を
除
く
）に
七
宝
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
（
七
宝
公
民
館
）、
ま
た
は
子

育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）に
印
鑑
を
ご

持
参
の
う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
定
員
を
超
え
た
場
合

抽
選
を
行
い
、
当
選
者
番
号
・
補
欠
者

番
号
を
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し	

ま
す
。
ま
た
４
月
下
旬
に
結
果
を
郵
送
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

抽
選
会　

説
明
会
後
の
午
後
２
時
15
分	

か
ら
２
時
45
分
ま
で
。

※
出
席
は
任
意
で
す
。

●
定
員
を
超
え
な
か
っ
た
場
合

４
月
下
旬
に
結
果
を
郵
送
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎︎
４
４
４
・
３
１
７
３

FAX
４
４
３
・
３
５
５
５

一
般
不
妊
治
療
助
成
事
業
に
つ
い
て

一
般
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
方
に
、	

治
療
に
要
し
た
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て	

い
ま
す
。

治
療
内
容　

甚目寺庁舎に
手話通訳者を配置しています
火曜日		午前9時〜正午、午後1時〜4時
木曜日		午前9時〜正午
※上記以外の曜日、または甚目
　寺庁舎以外でのご利用につき
　ましては、お問い合わせください。

問合先　社会福祉課
☎444・3135　℻443・3555

shogai@city.ama.lg.jp　　　　
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①
医
療
保
険
の
適
用
さ
れ
る
不
妊
治
療

②
医
療
保
険
の
適
用
と
な
ら
な
い
不
妊	

治
療
の
う
ち
人
工
授
精

対
象
者　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

①
夫
婦
と
も
、
ま
た
は
一
方
が
市
に
住
民	

票
が
あ
る

②
婚
姻
関
係
に
あ
る

③
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

所
得
制
限　

夫
婦
の
所
得
の
合
計
額
が
、

７
３
０
万
円
未
満

助
成
期
間　
３
月
か
ら
令
和
３
年
２
月
ま	

で
の
診
療
分（
通
算
２
年
間
）

助
成
金
額　

自
己
負
担
額
の
２
分
の
１	

（
上
限
５
０
，
０
０
０
円
）

申
請
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
保
健
セ
ン	

タ
ー
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
甚
目
寺
保
健
セ
ン
タ
ー

☎︎
４
４
３
・
０
０
０
５

FAX
４
４
３
・
５
４
６
１

０
歳
児
歯
科
健
診
が
始
ま
り
ま
す

０
歳
児
の
お
子
さ
ん
を
対
象
に
歯
科
健

診
を
行
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
乳
児
を

持
つ
保
護
者
の
不
安
を
軽
減
し
、
正
常
な

口
腔
の
発
達
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
て	

い
ま
す
。

対
象
者　
市
内
在
住
の
３
か
月
か
ら
11
か

月
の
お
子
さ
ん

実
施
日　

乳
児
健
診
と
同
日（「
令
和
２	

年
度
あ
ま
市
母
子
保
健
事
業
年
間
予
定
表
」

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

受
付
時
間　
午
後
１
時
30
分
〜
２
時

問
合
先　
甚
目
寺
保
健
セ
ン
タ
ー

☎︎
４
４
３
・
０
０
０
５

FAX
４
４
３
・
５
４
６
１

あ
ま
市
交
通
指
導
員
募
集

朝
夕
の
登
下
校
指
導
や
交
通
安
全
教
育

活
動
、
交
通
安
全
街
頭
活
動
等
に
よ
り
、

児
童
を
交
通
事
故
か
ら
守
る
活
動
の
推
進

を
し
て
い
た
だ
く
交
通
指
導
員
を
募
集
し	

て
い
ま
す
。

賃
金　
時
給
９
５
１
円
〜
１
，
０
２
６
円

勤
務
地　
市
内
小
学
校
区
の
通
学
路
に
な	

っ
て
い
る
主
要
な
交
差
点
等

勤
務
時
間　
小
学
校
の
登
下
校
の
時
間
帯	

に
合
わ
せ
て
勤
務

●
午
前
７
時
〜
８
時
30
分
の
う
ち
１
時
間

●
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分
の
う
ち	

２
時
間

※
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合	

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎︎
４
４
４
・
０
８
６
２

FAX
４
４
１
・
８
３
３
０

令和２年度就学援助費について
　市では、お子さんを小中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、給食費や学用品費などを援
助する事業を行っています。援助を希望される方は、次の事項を参考に、申請期間内に手続きを行ってください。毎
年度申請が必要です。

問合先　学校教育課　☎444・0902　FAX443・8210

対象　市立の小中学校に在学する児童生徒の保護者
　等で、次のいずれかに該当し、市教育委員会が援助の
　必要があると認めた方
⑴生活保護を受けている方（教育扶助を受けている場
　合は、修学旅行費のみ支給します）
⑵生活保護が停止、または廃止された方
⑶市民税が非課税、または減免されている方
⑷個人の事業税、または固定資産税が減免されている方
⑸国民年金保険料が全額免除されている方
⑹国民健康保険税が減免されている方
⑺児童扶養手当の支給を受けている方
⑻生活福祉資金による貸付けを受けている方
⑼その他経済的に困窮し、就学に支障があると認めら
　れる方
申請期間　4月1日（水）から5月29日（金）までの午前8時
　30分から午後5時15分まで（土・日曜・祝休日を除く）
※申請期間後に申請し認定された場合は、認定月から
　の月割支給となります。

申請先　学校教育課（本庁舎）の窓口もしくは郵送、ま
　たは七宝、甚目寺市民サービスセンター窓口に提出
　してください。
　※申請書は、各窓口に用意してあります（市公式ウェ
　　ブサイトからもダウンロードできます）。
申請に必要なもの

・認印（スタンプ式不可）

・申請要件を証明することができるもの

・振込先口座の分かるもの
申請に当たって
⑴住民票にかかわらず、お子さんと同一生計世帯員全
　員が同じ申請理由に該当することが必要です。
⑵所得申告が必要です。未申告の方は所得申告をして
　ください。
⑶認定を受けた後に認定要件を喪失された方は、認定
　が取り消されます。別の認定要件で申請される方は、
　再度申請をしてください。


